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○   地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援サ

ービスなどの多様な資源を活用して、市町村が地域の特性に応じて主体

的につくり上げていくものです。 

 

○   また、地域包括ケアシステムは、誰もが地域の必要な一員として認め

合いつながり支え合う地域共生社会の実現に当たって中核的な基盤とな

るものであり、その重要性は近年ますます高まっています。 

 

【市町村の取組状況】 

○   各市町村における地域包括ケアシステム構築の進捗状況について、県

内統一の評価基準で把握・評価したところ、県平均の進捗率は64.7％で

す。（表3-2-6-1） 

 

○   本評価の各指標における進捗率は、地域包括支援センターの運営につ

いては8割超であった一方、介護予防・生活支援サービス事業に関する取

組が5割に満たないなど、一部の取組は途上にあります。 

 

表 3-2-6-1 令和 4 年度千葉県地域包括ケア評価システム評価結果 

評価指標 主な評価内容 
進捗状況 

（県平均） 

地 域 包 括 支 援 セ

ンターの運営 

・地域包括支援センターの体制充実（※1）に

よる適切な包括的支援事業・介護予防ケア

マネジメントを実施している。 

・自立支援・重度化防止等に資するケアマネ

ジメントに関して、市町村の基本方針を定

め、地域包括支援センターに周知し、協働

して取組を行っている。 

82.0％ 

地域ケア会議 

・地域ケア会議について、市町村の方向性、

考え方を地域包括支援センターへ示し、推

進に向け支援している。 

 

62.0％ 

基本施策Ⅱ－６  

地域包括ケアシステムの推進に向けた市町村の取組支援 

趣旨 地域包括ケアシステムの推進に取り組む市町村を支援します 

 

現状 
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・年度の開催方針、実施計画を立て、その内

容を地域包括支援センターと共有してい

る。 

・個別困難事例、自立支援に向けた地域ケア

会議、市町村域の地域ケア推進会議が目的

に沿って体系的に実施されている。 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

介護予防・

生活支援サ

ービス事業 

・介護予防・生活支援サービス事業における多

様なサービス（サービスＡ、サービスＢ）を実

施している。 

・介護予防・生活支援サービス事業における多

様なサービス（サービスＣ）を実施している。 

48.1％ 

一般介護予

防事業 

・介護予防把握事業を実施している。 

・介護予防普及啓発事業を実施している。 

・地域介護予防活動支援事業を実施している。 

・地域リハビリテーション活動支援事業を実

施している。 

63.3％ 

生 活 支 援 サ ー ビ

ス体制の整備 

・市町村が生活支援コーディネーターに活動

方針・内容を示している。 

・市町村として、生活支援コーディネーターと

地域包括支援センター（ケアマネジャー）との

連携を促進している。 

・生活支援コーディネーターが地域の様々な

資源を把握し、ケアマネジャーへ提供してい

る。 

70.0％ 

在宅医療・介護連

携 

・地域の医療・介護資源を把握した上で情報を

整理し、リストやマップ等を作成して地域包括

支援センター、ケアマネジャー等に提供してい

る。 

・切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供を

するために、例えばケアマネジャー等が入院医

療機関等の関係者と、入院時から退院後までの

生活をイメージした情報交換等の連携ができ

ている。 

・行政と医療・介護関係者が良好な関係（顔の

見える関係、話ができる関係等）をつくるため、

例えば関係者との情報交換を行うための研修

の場等がある。 

62.7％ 
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認 知 症 施 策 の 推

進 

・認知症高齢者について、実態（※2）を把握し

ている。 

・認知症の人やその家族のニーズに合った具

体的な支援活動を行うチームオレンジの仕組

みを活用し、地域支援体制の構築及び社会参加

支援を行えている。 

・認知症初期集中支援チームが、かかりつけ医

や関係者など、定期的に情報連携する体制を構

築し、対象者（認知症初期の方）への対応を行

えている。 

62.0％ 

(※１)地域包括支援センターの 3 職種（準ずる者を含む）の配置を満たしているこ

とに加え、その他の専門職や事務職の配置 

（※２）ここでいう実態とは、単に認知症高齢者の人数や介護サービスの利用状況だ    

けでなく、介護保険事業計画策定の根拠となる支援ニーズなどを把握してい 

るかを指す。 

※令和 4 年度実績 

 

○ 各市町村における地域包括ケアシステムの取組を評価する指標として、

高齢者の自立支援等に関する取組の達成状況を客観的に評価する指標

（「保険者機能強化推進交付金」に係る評価指標）と介護予防・健康づく

りに資する取組を重点的に評価する指標（「介護保険保険者努力支援交付

金」に係る評価指標）とがあり、これらの県内市町村の評価結果の得点率

平均は 48.8％で、前計画策定時の 44.6％と比較すると 4.2％ポイント増

加しています。 

 

○ 本評価の各指標における進捗率は、「PDCA サイクルの活用による保険者

機能の強化に向けた体制等の構築」については 53.9％、「自立支援、重度

化防止等に資する施策の推進」については 48.9％、「介護保険運営の安定

化に資する施策の推進」については 44.3％であり、いずれも概ね 5 割前

後の取組状況となっています。（表 3-2-6-2） 
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表 3-2-6-2 2023 年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者 

努力支援交付金（市町村分）に係る評価結果 

評価指標 主な評価内容 
評価結果 

（得点率県平均） 

Ⅰ PDCA サイクルの活用に

よる保険者機能の強化に向

けた体制等の構築 

・介護保険事業の特徴を

把握している 

・リハビリテーション提

供体制に関する取組や

目標を設定している 

53.9% 

Ⅱ 自立支援、重度化防止等

に資する施策の推進 

 
48.9% 

 (1)介護支援専門員・介護

サービス事業所等 

・地域密着型サービスの

整備に係る保険者独自

の取組を行っている 

53.7% 

 (2)地域包括支援センタ

ー・地域ケア会議 

・地域課題を明確にし、解

決政策の提言を行って

いる 

49.6% 

 (3)在宅医療・介護連携 ・実施状況を検証のうえ、

取組の改善を行ってい

る 

59.0% 

 (4)認知症総合支援 ・認知症の理解促進に係

る住民への普及啓発活

動を実施している 

64.2% 

 (5)介護予防／日常生活

支援 

・多様なサービス推進の

ための課題を明確にし

ている 

42.8% 

 (6)生活支援体制の整備 ・生活支援コーディネー

ターに対して支援を行

っている 

65.6% 

 (7)要介護状態の維持・改

善の状況等 

・要介護認定者の平均要

介護度の変化率の状況 
45.4% 

Ⅲ  介護保険運営の安定化

に資する施策の推進 

 
44.3% 

 (1)介護給付の適正化等 ・リハビリテーション専

門職等が適切に関与す

る仕組みを設けている 

41.5% 

 

 (2)介護人材の確保 ・入門的研修を実施して

いる 
47.1% 
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○   市町村における高齢者福祉施策の実施状況を調査したところ、安否確

認等の見守りサービスやタクシー運賃割引等の移動支援サービスは多く

の市町村が実施している一方、住宅に係る支援はあまり行われていませ

ん。（表 3-2-6-3） 

 

表 3-2-6-3 令和 4 年度高齢者福祉施策実施状況調査結果（千葉県） 

サービス内容 主な取組 取組市町村数 

見守りサービス等 

安否確認 54 

緊急通報体制 54 

介護家族支援 49 

移動支援サービス等 

福祉カー貸出 42 

タクシー運賃割引 53 

コミュニティバス 43 

住宅関連サービス等 
住宅改造費助成 15 

居宅資金融資等  4 

その他生活支援サービス等 

日常生活用具 42 

入浴サービス 20 

おむつ等の給付 53 

買物支援 29 

※令和 3 年度実績 

 

【地域包括支援センターの運営・取組状況】 

○   市町村が設置する地域包括支援センターは、地域住民からの総合相談

や権利擁護、介護予防のケアマネジメント等を行うなど、地域包括ケア

システム構築の要として、重要な役割を担っています。 

   

○   県内における地域包括支援センターの設置数は令和 5 年 4 月 1 日現在

で 235 であり、１センター当たりの高齢者人口は県平均で約 7,400 人と

なっています。 

 

○   国の「地域包括支援センター評価指標」によると、評価結果の県平均

は、組織運営や総合相談などは 8 割超と取組が良好である一方、包括的・

継続的ケアマネジメント支援や地域ケア会議などは 6 割程度と取組が途

上段階にあります。（表 3-2-6-4） 
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表 3-2-6-4 令和 4 年度地域包括支援センター評価指標結果（千葉県） 

評価指標 主な評価内容 

評価結果 

（得点率県

平均） 

組織運営 

・適切な事業運営のための体制を構築してい

る 

・職員の確保・育成を図っている 

・個人情報保護を徹底している 

・利用者の満足度向上のため、相談等対応体

制整備を行っている 

81.6％ 

総合相談 

・地域の関係者間のネットワークを構築して

いる 

・相談事例解決のため、必要な対応を行って

いる 

88.0％ 

権利擁護 
・高齢者虐待に対して迅速に対応している 

・消費者被害防止の取組を行っている 
84.7％ 

包括的・継続的ケ

ア マ ネ ジ メ ン ト

支援 

・介護支援専門員を支援する体制を構築して

いる 

・介護支援専門員に対し効果的な相談対応を

行っている 

66.0％ 

地域ケア会議 

・開催計画や運営方針を策定のうえ運用して

いる 

・課題解決のために地域ケア会議を活用して

いる 

66.2％ 

介 護 予 防 ケ ア マ

ネジメント 

・自立支援に向けた介護予防ケアマネジメン

ト等を行っている 
69.4％ 

事業間連携 

・在宅医療・介護連携の推進に向けた取組を

行っている 

・認知症高齢者を支援するための取組を行っ

ている 

76.7％ 

合計  75.8％ 

※厚生労働省「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について」による
市町村評価指標の千葉県平均結果から作成（令和 4 年度） 
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【市町村支援】 

○   介護保険事業については、市町村が保険者として一義的な責任を負っ

ており、県は市町村の方針を尊重した上で、事業が適正かつ円滑に実施

されるよう、支援を行うことが求められています。 

 

○   地域包括ケアシステムを推進していく上で、地域資源の確保、多職種

との連携、目標の設定等に関し、課題を感じている市町村もあり、県に

は、市町村の特性や強みを引き出しながら、個別の事情に応じたきめ細

やかな支援を行うことが求められています。 

 

○   また、「保険者機能強化推進交付金」、「介護保険保険者努力支援交

付金」の評価結果を活用して、市町村の実情及び地域課題を分析し、高

齢者の自立支援及び重度化防止の取組を支援することが重要です。 

 

○ 地域包括支援センターについては、今後の高齢化率の進展等に伴って  

増加するニーズに適切に対応する観点からも、業務負担の軽減を進める 

とともに体制の整備を図ることが必要です。 

 

【地域包括支援センターの機能強化】 

○   地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を

行う地域包括支援センターについては、地域包括ケアシステムの構築を

推進していく上で、その機能や体制を一層強化していくことが重要です。 

 

○   相談対応のほか、認知症施策、在宅医療・介護連携に関する施策、生

活支援・介護予防サービスの基盤整備等に係る事業などを、各関係団体

と連携しながら効果的に推進するためには、職員の資質向上に取り組む

ことが重要です。 

 

○   多職種が連携する地域ケア会議は、①個別課題の発見・解決、②地域

におけるネットワークの構築、③地域づくりや資源開発、④政策の形成

などに有効な手段であることから、その効果的な活用が必要です。 

 

○   特に、高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で尊厳を保持し

ながら、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる

よう、生活支援コーディネーターやボランティア、民間事業者などの地

域の様々な活動団体、専門職などの協力により、本人の状態に応じた働

きかけや環境の整備を図り、本人の意欲を高めるための支援を行うこと

が重要です。 

課題 
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○   県には、市町村職員や地域包括支援センター職員等に対する各種研修

の実施や、様々な取組事例の発信等を進めることが求められます。 

 

 

 

  
 

○   地域包括ケアシステムの推進に当たり、「自助」「互助」を含め、自ら

の立場や役割を考え、行動を促すよう県民に対して分かりやすい啓発を

行います。 

 

取組 概要 

地域包括ケアシステ

ムに関する県民への

普及啓発 

（高齢者福祉課） 

地域包括ケアシステムを県民に周知するため、

県のホームページを活用するほか、様々な機会を

とらえて情報発信します。 

 

 

 

○   地域包括支援センターについては、今後の高齢化の進展等に伴って増

加するニーズに適切に対応する観点から、業務負担軽減とともに、体制

の整備が図られるよう、支援します。 

 

○   保険者機能強化推進交付金等の評価及び県独自に作成した地域包括ケ

アシステム評価基準による評価を活用して、市町村の実情及び地域課題

を分析の上、伴走型の個別支援を実施します。 

 

○   地域の実情に応じた地域包括支援センターの設置を促進します。あわ

せて、職員が専門性を生かしながら、住民の多様なニーズや相談に総合

的に対応できるよう機能強化を図ります。また、地域の拠点である地域

包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体制整備

を促進します。 

 

○   市町村に対し、地域包括ケアシステムの推進のための認知症施策、在

宅医療・介護連携に関する施策、生活支援体制整備に係る事業、高齢者

の自立支援及び重度化防止等に向けた取組、地域ケア会議の効果的な実

施、地域の実情に応じた介護予防・日常生活支援総合事業の推進につい

て、会議、研修又は通知等を通じて、必要な助言、支援を行います。 

 

 

取組の基本方針 

①  地域包括ケアシステムの推進に向けた県民の理解の促進 

②  地域の特性に応じた体制づくりを進める市町村への支援 
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○   制度の狭間の問題や複合的な課題など、広域性、高度専門性を要する

相談支援を実施するために県が設置している中核地域生活支援センター

において、市町村に対して包括的な相談支援体制の整備に向けた助言等

のバックアップを実施します。 

 

取組 概要 

地域包括支援センタ

ーへの支援 

（高齢者福祉課） 

地域包括支援センターの整備に要する経費を 

助成し、整備促進を図ります。 

また、国の「地域包括支援センター評価指標」に

よる評価結果を踏まえた助言を行うなど、地域包

括支援センターの機能強化を図ります。 

地域包括支援センタ

ー職員等への研修の

実施 

（高齢者福祉課） 

地域で暮らす高齢者の自立した生活への支援を

促進するため、地域包括支援センター職員に対し、

総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジ

メント支援・介護予防ケアマネジメント業務に関

する研修を行います。 

また、高齢者のほか、障害、子ども及び困窮分野

などへの対応や、情勢に応じたテーマにより、幅広

い相談への対応を学びます。 

介護予防に関する市

町村支援 

（高齢者福祉課） 

一般介護予防事業が市町村で効果的に実施され

るよう調査分析を行い、ＰＤＣＡサイクルに沿っ

た取組を支援します。 

また、地域リハビリテーション活動支援事業の

効果的な実施に向け体制整備を図ります。 

地域包括ケアシステ

ム体制整備に係る市

町村支援 

（高齢者福祉課） 

地域包括ケアシステムの構築に向けた市町村の

取組状況を評価するとともに、市町村の実情を把

握したうえで、必要とする市町村に対しアドバイ

ザーを派遣し、取組を支援します。 

地域包括ケアシステ

ムに係る人材育成 

（高齢者福祉課） 

生活支援コーディネーターをはじめ、介護予防・

日常生活支援総合事業に関わる専門職の育成のほ

か、市町村担当者に各種研修会を行います。 

中核地域生活支援セ

ンターの運営及び市

町村への包括的相談

支援体制の普及（再

掲） 

（健康福祉指導課） 

24 時間 365 日体制で、制度の狭間にある人や複

合的な課題を抱えた人などの相談支援、市町村等

のバックアップ、関係機関のコーディネート及び

権利擁護を行う中核地域生活支援センターを県内

13 か所に設置、運営します。 

また、生活困窮者に対する自立支援の強化を図

るため、町村部を所管する同センターに、包括的な

相談支援を行う支援員を配置します。 

さらに、地域住民に身近な市町村において包括

的な相談支援体制が整備されるよう、市町村等に

対して助言等のバックアップを実施します。 
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在宅医療・介護連携の

推進に取り組む市町

村への支援（再掲） 

（高齢者福祉課） 

市町村職員等を対象として、医療と介護の連携

についての研修等を実施します。 

保険者機能強化推進

交付金・介護保険保険

者努力支援交付金事

業の推進 

（高齢者福祉課） 

市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化

防止等に関する取組を推進するために創設された

保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力

支援交付金（社会保障の充実分）を活用し、地域包

括ケア「見える化」システムを用いた地域分析や地

域ケア会議、生活支援体制整備について、市町村支

援に係る取組を強化・拡充します。 

 


